
平
成
二
十
二
年
八
月
四
日
提
出

質

問

第

五

一

号

菅
内
閣
に
お
け
る
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
の
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

塩

川

鉄

也
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菅
内
閣
に
お
け
る
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
の
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
一
〇
年
度
の
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
に
つ
い
て
、
内
閣
官
房
長
官
が
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
報
償
費

の
国
庫
か
ら
の
支
出
状
況
（
請
求
日
、
支
出
額
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

昨
年
十
一
月
二
十
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
私
は
、
平
野
博
文
前
内
閣
官
房
長
官
に
「
官
房
機
密
費
を
国
会
対
策
費

や
議
員
の
海
外
視
察
な
ど
へ
の
せ
ん
べ
つ
、
こ
う
い
う
の
に
使
わ
な
い
と
は
っ
き
り
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
し
た

と
こ
ろ
、
平
野
前
内
閣
官
房
長
官
の
答
弁
は
、
「
せ
ん
べ
つ
で
あ
り
ま
す
と
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
使
う
、
こ
う
い
う
考
え

方
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
」
で
あ
っ
た
。
菅
内
閣
で
も
、
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
を
国
会
対
策
費
や
議
員
の
海
外
視
察

な
ど
へ
の
せ
ん
べ
つ
に
使
わ
な
い
と
明
言
で
き
る
か
。

三

小
渕
恵
三
内
閣
当
時
、
官
房
副
長
官
で
あ
っ
た
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
は
、
七
月
二
十
一
日
の
テ
レ
ビ
番
組
で
、
九
八
年

の
沖
縄
県
知
事
選
挙
で
稲
嶺
陣
営
支
援
の
た
め
に
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
を
三
億
円
使
っ
た
と
聞
い
て
い
る
と
証
言

し
て
い
る
。
菅
内
閣
は
、
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
を
今
秋
に
予
定
さ
れ
て
い
る
沖
縄
県
知
事
選
挙
は
も
ち
ろ
ん
、
名

護
市
議
会
議
員
選
挙
な
ど
各
種
選
挙
に
使
わ
な
い
と
明
言
で
き
る
か
。

四

内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
は
、
「
国
の
事
務
又
は
事
業
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
、
当
面
の
任
務
と
状

一



況
に
応
じ
そ
の
都
度
の
判
断
で
最
も
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
機
動
的
に
使
用
す
る
経
費
」
（
内
閣
衆
質
一
七
三
第

一
〇
八
号
）
と
さ
れ
て
い
る
。
「
国
の
事
務
又
は
事
業
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
、
当
面
の
任
務
と
状
況
に
応

じ
そ
の
都
度
の
判
断
で
最
も
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
」
と
し
て
、
国
政
選
挙
及
び
県
知
事
選
挙
な
ど
の
各
種
選
挙
に
お
い

て
、
特
定
の
候
補
者
や
党
派
を
支
援
す
る
た
め
に
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
を
「
機
動
的
に
使
用
す
る
」
こ
と
は
、
内

閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
の
性
格
か
ら
正
当
な
も
の
か
。

五

八
月
三
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
私
は
、
仙
谷
由
人
内
閣
官
房
長
官
に
「
平
野
長
官
時
代
に
、
四
月
、
五
月
、
三
億

円
の
支
出
が
行
わ
れ
た
、
こ
の
機
密
費
に
つ
い
て
、
何
に
ど
れ
だ
け
使
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
記
録
は
引
き
継
い

で
お
ら
れ
る
ん
で
す
か
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
仙
谷
内
閣
官
房
長
官
の
答
弁
は
、
「
今
塩
川
議
員
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う

な
件
に
つ
い
て
は
全
く
引
き
継
ぎ
は
受
け
て
お
り
ま
せ
ん
」
で
あ
っ
た
。
仙
谷
内
閣
官
房
長
官
は
、
平
野
前
内
閣
官
房
長
官

か
ら
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
残
額
を
引
き
継
い
だ
際
に
、
内
閣
官
房
報
償
費
取
扱
要
領
に
基
づ
く
記
録
に
よ
る
残
高

の
確
認
も
な
く
引
き
継
い
だ
の
か
。

六

八
月
三
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
私
が
、
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
の
検
証
に
つ
い
て
、
「
二
〇
一
〇
年
度
の

一
年
か
け
て
検
証
す
る
と
い
う
立
場
は
変
わ
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
い
い
で
す
ね
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
仙
谷
内
閣
官
房

二



長
官
の
答
弁
は
、
「
私
が
官
房
長
官
を
引
き
受
け
ま
し
て
、
一
年
ぐ
ら
い
の
時
間
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
答
弁
で
は
、
検
証
は
、
鳩
山
内
閣
の
方
針
で
あ
っ
た
二
〇
一
〇
年
度
で
は
終
わ
ら
な
い
こ
と
に
な

る
と
思
う
が
、
検
証
期
間
が
、
二
〇
一
〇
年
度
一
年
で
は
不
十
分
な
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


